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地方獣医師会会長 各 位 

 

社団法人 日本獣医師会 

会 長  山 根 義 久 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

畜産農家等への資金の円滑な融通及び既貸付金の償還猶予等、 

並びに「つなぎ融資」の農家への周知について 

 

このたび、平成 23 年８月 10 日付け、23 総合第 1011 号、23 生畜第 1048 号、

23 経営第 1476 号「牛肉から食品衛生法の暫定規制値を超える放射性セシウム

が検出されていることにより影響を受ける畜産農家等への資金の円滑な融通及

び既貸付金の償還猶予等について」をもって、農林水産省総合食料局長、生産

局長、経営局長の連名で、別添写しのとおり通知があったので、貴会関係者に

周知方お願いします。 

このたびの通知の内容は、本年８月３日及び４日の衆参両議院の農林水産委

員会決議を踏まえ、牛肉から食品衛生法の暫定規制値を超える放射性セシウム

が検出されていることにより影響を受けている畜産農家等の経営、維持継続に

必要な資金が円滑に融通されるとともに、個別の経営事情に応じ、既貸付金の

償還猶予等が図られるよう、都道府県知事及び関係機関に対して別添写しのと

おり改めて依頼したので、本会会員に対して、適切な指導を依頼されたもので

す。 

また、平成 23 年８月 11 日付け、23 生畜第 959 号、23 経営第 1388 号「『つ

なぎ融資』の農家への周知について」をもって、農林水産省生産局畜産部畜産

企画課長、経営局金融調整課長の連名で、別添写しのとおり通知があったので、

貴会関係者を通じ、農家への別添チラシの配布により、つなぎ資金についての

国の実質的債務保証による取組内容の周知方お願いします。 

 

 

 本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 長野 

 TEL  03－3475－1601 
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